
東京都では、中小企業者や個人事業主（共同住宅の所有者様等）
を対象として、ＰＣＢを使用した安定器の有無を委託して調査する
費用の一部を助成しています。

助成を受けるためには、調査を行う前の申し込みが必要です。
助成金を希望される場合は、まず下記までお問い合わせいただき、
助成の申込に必要な書類や手続きをご確認ください。

公益財団法人 東京都環境公社
TEL ０３－３６３３－２０１２
https://www.tokyokankyo.jp/jigyo/resource-circulation/pcb

！ご注意！
安定器の調査方法に関するお問い合わせは、必ず東京都環境局PCB
処理対策担当（０３－５３８８－３５７３）におかけください。

昭和52年（1977年）3月以前に建築された事業用建物等が対象です。
※共同住宅の共用部分を含みます。

対象となる費用は？

照明器具内にＰＣＢ含有安定器が使われていないか、電気工事店や調査会社等
に委託して調査するために必要な費用が対象です。
※取り外して保管中の安定器の調査費用は対象外です。

対象者は？

① 中小企業者・個人事業主（資本金、出資金、従業員数等の基準があります）
② 中小企業団体等（企業組合、商業組合など）
③ 法人（学校法人、宗教法人など。従業員数等の基準があります）
④ 個人（事業廃止した事業者から建物を継承している個人など）

助成金額は？

上記の調査費用の４０％が助成されます。
※４０万円が助成限度額です。

いつまで助成しているの？

申込の受付期間は、令和４年（２０２２年）３月３１日までです。

安定器調査に関する補助金について

東京都の助成金に関するお問い合わせ先

土・日・祝日・年末年始を除く
9:00～17:00

対象となる建物は？

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



国の補助制度も合わせてご活用ください（下記資料参照）。

国の助成金に関するお問い合わせ先（全国共通）

一般財団法人 栃木県環境技術協会 補助事業部
TEL ０２８－６７１－１７８１
http://tochikankyou.com/hojo/index.html

※こちらは国の補助制度の案内です


